
         

 

●香川県監査委員公表第６号                             

地方自治法（昭和22年法律第67号）第1 9 9条第１項及び第４項の規定に基づき財務監査を実施した 

ので、同条第９項の規定により、その結果を次のとおり公表する。 

  令和８年６月12日 

                           香川県監査委員  白 鳥 一 雄 

                              同     武 田 宏 之 

                              同     鏡 原 慎一郎 

                              同     城 本   宏 

１ 監査対象部局 労働委員会事務局 

２ 監査対象年度 令和７年度 

３ 監査の実施内容   

香川県監査基準に関する規程（令和２年監査委員規程第１号。以下「規程」という。）及び香川 

県監査等の着眼点（令和２年３月25日監査委員会議決定）により、次の監査対象機関に対し、会計 

証拠書類等の照合を行うとともに、必要に応じて説明を求めることにより監査を実施した。 

監査対象機関 労働委員会事務局      

監査年月日 令和８年５月25日 

４ 監査の結果 

上記のとおり監査した限りにおいて、適正に処理されており、規程第16条第４項に規定する是正 

又は改善が必要である事項は認められなかった。 

 


